
高等学校の多様化

①進学率上昇に伴う生徒の多様化

、・義務教育ではないものの国民的な教育機関となっている高等学校で学ぶ生徒は

高等教育を受ける基礎として必要な教育を求める者、就職等に必要な専門教育

を希望する者、義務教育段階での学習内容の確実な定着を必要とする者など様

々。

・ 調査では、国際的に比較して、日本の高校生の成績は上位グループに位置PISA
しているが、高等学校における学習等に対して興味関心がある高校生の割合は

低いことが明らかになっている。

②高等学校制度の多様化

、 、・生徒の多様な興味・関心や進路等に応じることができるよう 単位制を前提に

普通科、専門学科及び総合学科の各学科や全日制・定時制・通信制の各課程を

設け多様な内容を様々な方法で学ぶことができる仕組み。

・平成３年以降、単位制高校や総合学科・中高一貫校・学校外学修の単位認定制

度等、様々な制度を導入。

③学習指導要領の大綱化

・学習指導要領においても、高い共通性を担保している小・中学校とは異なり、

すべての生徒に共通に学ばせる教育内容については、必要最小限の必履修教科

・科目を定めるにとどめられている。

・学校週 日制の導入や総合学習の実施等に伴い、平成１１年改訂により卒業ま5
でに修得すべき単位数を減じる（８０単位→７４単位）とともに、必履修教科

・科目の単位数を削減し（必履修教科・科目３８単位→３１単位（普通科 、））

選択教科・科目の割合を高めるといった弾力化が図られている。

・平成２５年入学生より完全実施される新高等学校学習指導要領においてもこの

方向性は継続されており、設置者や学校が、それぞれの高等学校の生徒の実態

を十分に把握し、生徒の将来の職業や生活を見通して社会において自立的に生

きるために必要な力を確実にはぐくむことが可能となるよう 「共通性を維持し、

つつも一定の弾力性を確保する｣という共通性と多様性のバランスの中で生徒の

多様化に対応してきている。

資料４



大衆化した高等学校には、能力・適性、進路、興味・関心等の極めて多様な生徒が入学してい
る。したがって、その教育の水準や内容については一律に固定的に考えるべきものではなく、生
徒の実態に対応し、できる限り幅広く柔軟な教育を実施することが必要となってきている。また、
生徒一人一人に対して、自分の興味・関心や進路などに基づく主体的な学習を促し、それぞれの
個性を最大限に伸長させるための選択の幅の広い教育を推進していくことが大切である。

個人の多様な選択を認める豊かな成熟社会にあっては、教育においても、子どもたち自身、あ
るいはその保護者が、主体的に選択する範囲を拡大していくことが必要となる。

今後は、これまでの教育において支配的であった、あらゆることについて「全員一斉かつ平等
に」という発想を「それぞれの個性や能力に応じた内容、方法、仕組みを」という考え方に転換
し、取組を進めていく必要がある。

総合学科の導入、単位制高等学校の全日制への拡大、

学校間連携、学校外学修の単位認定の導入

中高一貫教育制度の導入、学校外学修の単位認定の拡大

中央教育審議会答申「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について」（平成３年４月）

中央教育審議会答申「 21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」（平成９年６月）

高等学校への進学率が上昇する中、多様化した生徒の実態に対応し、生徒の個性を最
大限に伸ばすためには、特色ある学校づくりを行うとともに、個に応じた教育の充実を
図ることが重要であるため、高等学校教育の多様化を推進する様々な制度改革を行って
きた。

高等学校教育改革の流れ

1

第１部 改革の背景と視点
第３章 改革の視点
（１） 高校教育改革の視点

ア 量的拡大から質的充実へ
高校教育は、これまでの量的拡大への対応から、個々の生徒の特性にきめ細かく対応することが

できるよう、教育条件の充実も含め、その質的充実を目指すことが大切である。

イ 形式的平等から実質的平等へ
これまでの高校教育は、能力・適性等の多様な生徒に対しても形式的に平等に対応し、教育内容、

指導方法等の面でとかく画一的なものとなりがちであった。今後は、生徒の個性に応じた実質的平等
を目指していくことが大切であり、このためには、生徒がそれぞれの個性に応じて学校・学科や教育内
容等について多様な選択ができるシステムにすることが重要である。

ウ 偏差値偏重から個性尊重・人間性重視へ
高校教育の改革を進めるためには、受験競争を緩和することが不可欠であり、このためには、入学

者選抜において評価尺度の多元化・複数化を図るなどの諸方策を講じていくことが必要である。これ
により、偏差値偏重や受験競争による心的抑圧から生徒を解放して、それぞれの個性を尊重し、人間
性を重視する教育を目指すことが大切である。

中央教育審議会 （平成３年４月）

「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について（答申）」における考え方
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１ 一人一人の能力・適性に応じた教育の在り方
「ゆとり」の中で子どもたちに「生きる力」をはぐくむことを理念としつつ、形式的な平等の重視から個性の尊重への転換を

目指す。

２ 大学・高等学校の入学者選抜の改善
過度の受験競争の緩和を図る観点から、大学・高等学校の入学者選抜について、選抜方法・尺度の多様化を推進するな
ど、具体的かつ実行可能な最大限の改善策を提言
（１） 大学入学者選抜の改善（小論文、面接等の活用やボランティアなど様々な活動経験の評価等）
（２） 高等学校入学者選抜の改善（学力試験の実施教科の多様化や推薦入学の推進等）
（３） 学（校）歴偏重社会の問題（企業の学校名にこだわらない採用の推進、国民の横並び意識等の 改革

３ 中高一貫教育
子どもたちの個性を「ゆとり」ある教育の中で育むことを目指すとともに、学校制度の複線化構造を進める観点から、中高

一貫教育を選択的に導入。中高一貫校では、例えば、体験学習、地域に関する学習、国際化や情報化に対応する教育、環
境に関する学習、伝統文化等の継承のための教育、じっくり学びたい子どもたちの希望に応える教育などを軸に据えた特色
ある教育の展開を期待。

４ 教育上の例外措置
稀有な才能を持った子どもたちのための教育上の例外措置として、大学入学年齢の特例を設け、学校制度の弾力化を図

ることや、同時に、学習の進度の遅い子どもたちに対して十分な配慮を行うことについて提言

５ 高齢社会に対応する教育の在り方
置高齢社会に対応し、学校・家庭・地域社会における教育の充実を図り、子どもたちに豊かな人間性をはぐくむとともに、

子どもたちが高齢者と触れ合い、高齢者から学んでいくことの大切さを提言

中央教育審議会 （平成９年６月）

２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について（答申）の概要

3

外国の高等学校における履修に関する認定可能単位数の拡大

（３０単位→３６単位）

２２年

定時制・通信制の修業年限の弾力化（４年以上→３年以上）

総合学科（普通教育・専門教育の選択履修を総合的に行う学科）の導入

中高一貫教育制度の導入１１年

６年

平成 元年

学校外学修等の認定可能単位数の拡大（２０→３６単位）１７年

学校外学修の単位認定対象範囲の拡大１０年

単位制高等学校の全日制への拡大

学校間連携、学校外学修の単位認定の導入

５年

単位制高等学校の導入（定時制・通信制）昭和６３年

近年の主な制度改革
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＜平成23年4月１日現在＞
普通科 総合学科

総合学
科へ転

換

拠点校
化

（※1）

理数科を
置く学校

数

国際関
係学科を
置く学校

数

福祉学
科を置く
学校数

情報学
科を置く
学校数

その他専門
教育を施す
学科を置く
学校数
（※2）

専攻科
の設置

複数校
設置：◎

1 北 海 道 ○ 6 1 1 ○ ◎ ○ ◎

2 青 森 ○ 2 ○ ◎ ○ ◎

3 岩 手 ○ 4 ○ ◎ ○ ◎

4 宮 城 ○ 3 ○ ◎ ◎

5 秋 田 ○ 6 1 1 1 ○ ◎ ○ ◎

6 山 形 ○ 3 ○ ◎ ○ ◎

7 福 島 ○ 4 3 ○ ◎ ◎

8 茨 城 ○ 1 2 1 ○ ◎ ○ ◎

9 栃 木 ○ ○ 1 3 ◎ ○ ◎

10 群 馬 ○ 3 2 1 1 ◎ ○ ◎

11 埼 玉 ○ 4 1 1 3 ○ ◎ ○ ◎

12 千 葉 ○ 8 4 1 2 ○ ◎ ○ ◎

13 東 京 ○ 2 1 1 2 ○ ◎ ○ ◎

14 神 奈 川 ○ 3 2 3 5 ○ ◎ ◎

15 新 潟 ○ 4 2 1 1 ◎ ◎

16 富 山 ○ 5 3 2 ○ ◎ ○

17 石 川 ○ 3 1 2 ○ ◎ ◎

18 福 井 ○ 3 2 1 ○ ○ ○ ◎

19 山 梨 ○ 7 1 ○ ◎ ○

20 長 野 ○ 7 4 ◎

21 岐 阜 ○ 7 3 2 ○ ◎ ◎

22 静 岡 ○ 11 3 3 1 ○ ◎ ○ ◎

23 愛 知 ○ 1 4 ○ ◎ ○ ◎

24 三 重 ○ ○ 4 2 2 1 1 ○ ◎ ○ ◎

25 滋 賀 ○ 2 2 1 ◎ ○ ◎

26 京 都 ○ 1 1 13 ◎ ○ ◎

27 大 阪 ○ 13 19 18 ◎ ○ ◎

28 兵 庫 ○ 5 5 2 3 ○ ◎ ◎

29 奈 良 ○ 3 2 1 1 ○ ○

30 和 歌 山 ○ 6 3 ○ ◎ ◎

31 鳥 取 ○ 2 1 2 ○ ◎ ○

32 島 根 ○ 6 ○ ◎ ○ ◎

33 岡 山 ○ 4 1 1 1 3 ○ ◎ ○ ◎

34 広 島 ○ ○ 1 1 ○ ◎ ○ ◎

35 山 口 ○ 6 1 ○ ◎ ○ ◎

36 徳 島 ○ ○ 4 1 ○ ◎ ○ ◎

37 香 川 ○ 2 1 2 1 ○ ◎ ○ ◎

38 愛 媛 ○ 3 ○ ◎ ◎

39 高 知 ○ 1 1 ○ ◎ ◎

40 福 岡 ○ 6 1 1 2 ○ ◎ ○ ◎

41 佐 賀 ○ 1 ◎ ◎

42 長 崎 ○ 5 1 ◎ ◎

43 熊 本 ○ 5 4 1 ○ ◎ ○ ◎

44 大 分 ○ 1 1 1 ◎ ○ ◎

45 宮 崎 ○ 4 3 5 ◎ ◎

46 鹿 児 島 ○ 2 3 6 ○ ◎ ○ ◎

47 沖 縄 ○ 5 4 2 2 1 ○ ◎ ○ ◎

47 4 185 74 55 19 69 35 47 31 44

注）

各都道府県における高校教育改革の取組

中高一
貫教育
校（複数
校設置：

◎）

※3　「総合選択制」とは、普通科において、多様な自由選択科目やコース等による幅広い選択を可能にしている場合、あるいは、普通科や専門学科に
おいて、他学科の開設科目の履修を可能にしている場合をいう。

計

※1　「拠点校化」とは、各学科あるいは複数の学科の拠点となる学校の整備を行うことをさす。

専門学科

総合選
択制導

入
（※3）

※2　「その他専門教育を施す学科」とは、高等学校設置基準第六条第二項第十五号に該当するものをいう。
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学校外における学修等の単位認定について
・各学校の校長は、大学や専修学校等における学習やボランティア活動等の学校外における学習について単
位を与えることができる。これらの単位については、学校間連携による単位認定等の単位数と併せて、３６単
位まで卒業に必要な単位数に加えることが可能となっている。（②～⑤）

・この他、海外留学や技能連携、定通併修による単位認定等も可能となっている。

制 度 の 概 要

①海外留学に係る単位認定 外国の高等学校への留学を許可された場合に，外国の高等学校における履修を自校における
（36単位まで）履修とみなし，単位の修得を認定できる制度

②学校間連携による単位認定 他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは，その単位数を自校が定めた卒業
（②～⑤を合わせて36単位まで）に必要な単位数のうちに加えることのできる制度

③大学，高等専門学校又は専 大学，高等専門学校，専修学校における学修，大学，公民館その他の社会教育施設において
修学校等における学修の単 開設する講座等における学修を自校における科目の履修とみなし，当該科目の単位を与えるこ

（②～⑤を合わせて36単位まで）位認定 とのできる制度

④技能審査の成果の単位認定 一定の要件を満たす知識及び技能の審査の成果に係る学修を自校における科目の履修とみな
（②～⑤を合わせて36単位まで）し，当該科目の単位を与えることのできる制度

⑤ボランティア活動等の単位 学校外におけるボランティア活動，就業体験，スポーツ又は文化に関する活動に係る学修を
（②～⑤を合わ認定 自校における科目の履修とみなし，当該科目の単位を与えることのできる制度

せて36単位まで）

⑥高等学校卒業程度認定試験 高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修を，自校における科目の履修とみなし，当
の合格科目の単位認定 該科目の単位を与えることができる制度

⑦別科の科目の単位認定 高等学校の別科において，高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係
る学修を，自校における科目の履修とみなし，当該科目の単位を与えることのできる制度

⑧定時制課程及び通信制課程 定時制・通信制課程の生徒が，都道府県教育委員会の指定する技能教育のための施設におい
における技能連携による単 て教育を受けているとき，当該施設における学習を自校における職業教科の一部の履修とみな

（卒業に必要な単位数の２分の１以内）位認定 すことのできる制度

⑨定時制課程及び通信制課程 通信制の課程の生徒が自校の定時制課程，他の高等学校の定時制課程，通信制課程において
の併修による単位認定 一部の科目の単位を修得したとき，又は定時制の課程の生徒が自校の通信制課程，他の高等学

校の通信制課程において一部の科目の単位を修得したときは，その単位数をそれぞれ自校の定
めた通信制課程又は定時制課程の卒業に必要な単位数のうちに加えることのできる制度 8

ボランティア活動等に係る学修の
単位認定実施学校数

文部科学省調べ

自校での学習のほかに、生徒の多様な学修の成果を幅広く評価するため導入。実施校も着実に増加。

専修学校は平成５年度から、
大学は平成10年度から、
それぞれにおける学修の成
果について、高校で単位認
定が可能

ボランティア活動や就業体験
について、平成10年度から
高校で単位認定が可能

大学又は専修学校等における
学修の単位認定実施学校数

高校以外での学修成果を単位認定する学校数[推移]
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教育課程について

高等学校学習指導要領における必履修教科・科目等

○2単位まで減可３
４
５
２
２
２

数学Ⅰ
数学Ⅱ
数学Ⅲ
数学A
数学B
数学活用

数
学

「現代社会」又は
「倫理」・「政治・経
済」

２
２
２

現代社会
倫理
政治・経済

公
民

２
４
２
４
２
４

世界史A
世界史B
日本史A
日本史B
地理A
地理B

地
理
歴
史

○2単位まで減可４
３
２
４
２
４

国語総合
国語表現
現代文A
現代文B
古典A
古典B

国
語

全ての生徒に
履修させる科
目

標
準
単
位
数

科目教
科

全ての生徒
に履修させ
る科目

標準単
位数

科目教
科

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

音楽Ⅰ
音楽Ⅱ
音楽Ⅲ
美術Ⅰ
美術Ⅱ
美術Ⅲ
工芸Ⅰ
工芸Ⅱ
工芸Ⅲ
書道Ⅰ
書道Ⅱ
書道Ⅲ

芸
術

○
○

７～８
２

体育
保健

保
健
体
育

２
２
４
２
４
２
４
２
４
１

科学と人間生活
物理基礎
物理
化学基礎
化学
生物基礎
生物
地学基礎
地学
理科課題研究

理
科 「科学と

人間生
活」を
含む2
科目又
は基礎
を付し
た科目
を3科
目

全ての生徒
に履修させ
る科目

標準
単位
数

科目教
科

卒業単位数７４単位以上

専門学科必修

１３～１５科目（３１単位）

専門教科・科目：２５単位

（商業学科は外国語５単位、他は専門教科・科目と同様

の成果が期待できる場合には、普通教科・科目５単位を

含めても可）

普通科必修

※（ ）内は最低合計単位数（専門学科も同様）

１３～１５科目（３１単位）

農・工・商・水・家・看・情・福・理
数・体・音・美・英

○2単位まで減
可

３～
６

総合的な学習の時間

２
２

社会と情報
情報の科学

情
報

２
４
４

家庭基礎
家庭総合
生活デザイン

家
庭

○2単位まで減
可

２
３
４
４
２
４
２

コミュニケーション英語基礎
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
英語会話

外
国
語

10

卒業に必要となる最低限の単位数
（イメージ）

学
校
設
定
教
科
・
科
目
⑳

選
択
教
科
・
科
目

総
合
的
な
学
習
の
時
間
②

社
会
と
情
報
②

家
庭
基
礎
②

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅰ
②

音
楽
Ⅰ
②

保
健
②

体
育
⑦

物
理
基
礎
②

科
学
と
人
間
生
活
②

数
学
Ⅰ
②

現
代
社
会
②

日
本
史A

②

世
界
史A

②

国
語
総
合
②

～共通性～ ４５％
高校生に最低限必要な知識・技能と

教養の幅の確保

～多様性～ ５５％
学校の創意工夫を生かすための裁量や

生徒の選択の幅の拡大

（２８％） （２７％）

学校が教科科目の
各名称、目標、内容、
単位数等を定める。
また、20単位まで

は卒業までに修得
させる単位数に含
めることができる。
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高等学校（普通科）における
卒業までに修得すべき単位数の推移

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
単位数

必
修
教
科
・科
目
以
外
の
単
位
数

必
修
教
科
・科
目
単
位
数

修得すべき
単位数

８５単位以上

昭３８ 昭４８ 昭５７ 平６ 平２５

８５単位以上 ８５単位以上 ８０単位以上 ８０単位以上
７４単位
以上８５単位以上

７４単位
以上

全体の単位数に
占める必修教科・

科目の割合

男 男男女 女女

５２．９％ ８０％ ８２．４％ ５５．３％ ５５．３％ ４０％ ４０％ ４７．５％ ４１．９％ ４１．９％

実施
年度

24~

40
単
位

45~

61
単
位

68~

74
単
位

70~

76
単
位

11~

17
単
位

9~

15
単
位

38
単
位

38
単
位

47
単
位

47
単
位

昭３１ 平１５

48
単
位

48
単
位

42
単
位 43

単
位

43
単
位

32
単
位

32
単
位

38
単
位31

単
位

31
単
位

12

• 卒業までに修得させる単位数は、現行どおり74単位以上

• 共通性と多様性のバランスを重視し、学習の基盤となる国語、
数学、外国語に共通必履修科目を設定するとともに、理科の
科目履修の柔軟性を向上

• 週当たりの授業時数（全日制）は標準である30単位時間を超

えて授業を行うことができることを明確化

• 義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための学習機
会を設けることを促進

高等学校学習指導要領の改訂のポイント

○ 卒業単位数、必履修科目、教育課程編成時の配慮事項等
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学校設定教科の開設状況

（出典）文部科学省「平成22年度公立高等学校における教育課程の編成・実施状況調査」

学校設定教科の開設状況

84.6%
87.4% 88.3%

90.9%

98.7%

17.3% 18.1%
19.7% 21.9%

31.2%

11.1% 12.8% 15.2%

16.0%

24.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

16年度 17年度 18年度 19年度 22年度

普通科

専門学科

総合学科

（平成22年度入学者）

普通科

学校設定教科を開設している
学科

31.2%

専門学科

総合学科

24.9%

98.7%
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学校設定科目の開設状況

70.3%

93.9%
96.9% 96.2% 94.8%

99.4%

58.3%

52.8%50.3%
45.4%

64.7%

57.1%

56.0%
52.5%

48.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

16年度 17年度 18年度 19年度 22年度

普通科

専門学科

総合学科

学校設定科目の開設状況

（出典）文部科学省「平成22年度公立高等学校における教育課程の編成・実施状況調査」

（平成22年度入学者）

普通科

専門学科

総合学科

いずれかの教科で学校設定科
目を開設している学科

70.3%

64.7%

99.4%
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